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第３次･かがわの農地利用最適化推進一斉強化運動

農業委員･農地利用最適化推進委員による農地利用調整手順

農地利用調整手順

手順 農業委員･農地利用最適化推進委員 農委事務局 市町 農地機構

令和7年6月30日　市町農業委員会・(一社)香川県農業会議

　

　

　

　

　

　

　

まずは隣

接・近隣

から

所有者・地番・

面積・地目・貸

借種類・解約

理由等

⑤活動結果の

報告・情報共有

①耕作者不在

農地情報の共有

②農地の受け手候補

者の明確化と共有
［受け手候補者の特定］

経基盤法による

もの等、事務局

保有情報も説明

地域計画内外で耕作者不在農地の新たな受け手(担い手)を掘り起こし、農地利用の最適化の実現へ

農地

貸借

定

例

の

農

業

委

員

会

総

会

で

の

調

整

委

員

一

斉

に

声

か

け

活

動

活

動

結

果

の

報

告

・

共

有

受け手候補者

（担い手）

名簿の配布

対象農地の一覧表

と位置図を配布

定例総会に推進委員が出席しない場合、

農業委員から推進委員へ連絡・調整

・活動記録簿の提出

・定例総会での報告･共有

原

則

１

か

月

中間管理

権保有農

地の情報

を含める

農地の出

し手、受

け手との

調整

日常的に

は受付票

等で情報

共有

農地中間管理

事業のマッチン

グ調整事務は、

追って農地機構

から連絡がある

旨、伝えておく

活動の結果、受け手不在となった農地は、リスト
化し、所有者の確認を経て農業委員会サポートシ
ステムに反映し農地ナビで情報発信

促進

計画等

書類

作成

対象農地一覧表の作成

農業委員会総会で説明

③農業委員･農地利用

最適化推進委員双方で

訪問先や期限等を調整

活動期限や

報告内容･方

法等を周知

活動結果を

市町や農地

機構へ連絡
農地機構

での

情報共有

地域計

画の更

新等

受け手

候補者

（担い

手）名簿

の提供

農業を担

う者の確

保・育成

の検討

等

受け手

候補者

を市町

や農地

機構へ

連絡
受け手候補者

が見つかれば

速やかに事務

局へ報告

受け手候補者が

見つからない場合

でも理由を確認

◇進入路が狭い

◇水が入らない

◇立地が悪い......

④受け手候補者

（担い手）への声

かけ（戸別訪問等）

耕作者不在情報の提供

活動結果をその都度、

活動記録簿へ記入

農地情報を

紹介し結び

つけ

案件に応じ

て、出し手の

聞き取りや

現地確認な

ど
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